
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１２５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１１日 ００時４０分ごろ 

発生場所 福岡県関門港部埼沖 部埼灯台から真方位０７１°１,３３０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.８′ 東経１３１°０２.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 MAPLE LEAF 25（中華人民共和国、香港）、６,２４９トン 

   ９３６０３４８（IMO番号）、MAPLE LEAF SHIPPING CO.,LTD（中華人

民共和国） 

Ｂ 貨物船 さぬき、３２８トン 

   １３２０２４、明港汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、中華人民共和国発給免許 

二等航海士、中華人民共和国発給免許 

Ｂ 船長、五級海技士（航海） 

一等航海士、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷側船尾端に凹損 

Ｂ 正船首手摺りに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか２０人が乗り組み、関門航路の部埼北方において、

船長Ａが総指揮を、二等航海士Ａが操船指揮を、甲板手が手動操舵をそれ

ぞれ行い、対地速力約１１ノット（kn）で東進中、また、Ｂ船は、船長Ｂ

ほか３人が乗り組み、一等航海士Ｂが単独で操船して、対地速力約８kn で

東進中、Ａ船がＢ船の左舷側から追い越しを終えるころ、平成２１年８月

１１日００時４０分ごろ、Ａ船右舷船尾端とＢ船正船首が衝突した。 

 両船とも、衝突したとき衝撃をほとんど感じなかった。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波浪 小波、潮流 西流約１kn 

 その他の事項 衝突場所は、関門航路東端のわずか東方であった。 

Ａ船は本事故発生前、下関南東水道第１号灯浮標に向けて約３０°右に

針路を転じたが、Ｂ船は宇部港沖に向かう針路で航行中であった。 

船長Ａ及び二等航海士Ａは、関門海峡通航の経験が多数回あった。 

船長Ｂは、一等航海士Ｂ以外の者が関門海峡の当直に就けば、昇橋して

操船指揮をとっていたが、一等航海士Ｂが自分より上級免状を有し、経験

豊富なので任せても大丈夫と思っていた。 



分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ船は、関門航路東部において、二等航海士Ａが、

Ｂ船の左舷側を追い越す際、船間距離をとらなかっ

た可能性があると考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船との間で安全な距離をとっている

と思い込み、十分な船間距離をとるよう二等航海士

Ａに指示しなかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、東進中、一等航海士Ｂが、Ａ船が安全に

追い越して行くものと思い込み、少し近いと感じた

が、警告信号を行わず、船間距離を広げる措置をと

らなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、関門航路東部において、Ａ船及びＢ船が東進中、Ａ船

が、Ｂ船を追い越す際、Ｂ船との船間距離をとらずに航行し、また、Ｂ船

が、船間距離を広げて衝突を避ける措置をとらなかったため、両船が衝突

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




